
令和 7年 10月 1日の大雨の被害を受けられた方へ 

～ 各種手続き一覧 ～ 

 手続き項目（申請等の期間） 内 容 担当課・問い合わせ 

 罹災証明書の手続き 
（～11/28まで受付） 

建物（住家・非住家）の罹災証明書の発行 税務課 固定資産税係 

℡022-355-5934 

罹災届出証明書の手続き 
（～11/28まで受付） 

建物以外の動産（家財・機器・自動車等）の罹災

届出証明書の発行 

税務課 諸税係 

℡022-355-5849 

 消毒用石灰の配布 大雨による浸水被害を受けた世帯への消毒用石

灰の配布 

市民課 市民総務係 

℡022-355-6486 

罹災廃棄物の受け入れ 
（～10/24まで受入） 

大雨で被災した廃棄物の受入（処理手数料は免

除） 

環境課 クリーン対策係 

℡022-365-3377 

 災害見舞金（一般世帯）の支給 
（10/16～12/12まで受付） 

市内にお住いの方で、罹災証明書により床上浸

水以上と認められた場合は、申請することで見

舞金 5万円（世帯）を支給 

※要罹災証明書 

生活福祉課 福祉総務係 

℡022-364-1131 

災害見舞金（事業者）の支給 
（10/16～12/12まで受付） 

市内にある事業者用建物（R7.10.1現在で事業

を営んでいるものに限る。）が浸水した方が申請

することで見舞金 5万円を支給 

※要罹災証明書 

商工観光課 商工港湾係 

℡022-364-1124 

 市民税・県民税・森林環境税の減免 
（原則発災から 2カ月） 

大雨の被害を受けた被災者に対する減免の相談 税務課 市民税係 

℡022-355-5914 

固定資産税・都市計画税の減免 
（原則発災から 2カ月） 

大雨の被害を受けた資産に対する減免の相談 税務課 固定資産税係 

℡022-355-5934 

軽自動車税の課税取り消し 
（原則当該年度内） 

大雨の被害を受けた車両に対する課税の取り消

しに関する相談 

税務課 諸税係 

℡022-355-5896 

 国民健康保険税の減免 
（原則発災から 2カ月） 

大雨の被害を受けた被災者に対する減免の相談 税務課  諸税係（国保担

当） 

℡022-355-5916 

国民健康保険一部負担金の減免 
【窓口一部負担金免除】 
（早めにお願いします） 

家屋等の損害の程度が 10分の３以上で世帯の

合計所得額が 600万円以下の方は、減免を受

けられる場合があります。（滞納がある方は対象

外） 

保険年金課 給付年金係 

℡022-355-6503 

国民年金保険料の免除 
（原則発災から 2年以内） 

家屋等の損害金額が概ね２分の１以上の場合、

国民年金保険料の納付が免除される場合があり

ます。 

保険年金課 給付年金係 

℡022-355-6498 
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 手続き項目（申請等の期間） 内 容 担当課・問い合わせ 

 後期高齢者医療保険料の減免 
（原則発災から 1年以内） 

家屋等の損害の程度が 10分の３以上で世帯の

合計所得額が 1,000万円以下の方は、減免を

受けられる場合があります。 

保険年金課 医療係 

℡022-355-6519 

後期高齢者医療一部負担金の減免 

（原則発災から 1年以内） 

 

家屋等の損害の程度が 2分の 1以上の方は、

減免を受けられる場合があります。ただし、市町

村民税が減免されたなどの条件があります。 

保険年金課 医療係 

℡022-355-6519 

 介護保険料の減免 
（罹災した日から３カ月以内） 

家屋等の損害の程度が 10分の 2以上の方は、

減免を受けられる場合があります。 

高齢福祉課 介護保険係 

℡022-364-1204 

介護サービスの利用者一部負担の減免
（罹災した日から 3カ月以内） 
 

家屋等の損害の程度が 10分の 2以上の方は、

減免を受けられる場合があります。 

高齢福祉課 介護保険係 

℡022-364-1204 

 保育料の再算定 
（随時） 

被災した方に対し、市民税・県民税の減免に応じ

て保育料を見直し 

保育課 保育係 

℡022-353-7797 

 住家等の浸水被害に伴う上下水道料金
の減免 
（～12/12まで受付） 

住家等の浸水被害に伴い、清掃等に要した水量

相当の上下水道料金を減免します 

※要申請・要罹災証明書 

【被害の程度】         【減免する水量】 

・床上浸水（または準半壊以上）→５立方メートル 

・床下浸水（または一部損壊）  →３立方メートル 

上下水道部  

お客様センター・業務課 

℡022-364-1411 
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「友だち登録」すると、 
市から災害、生活関連情報など、大事なお知らせが 
タイムリーにスマホに届きます。  

 

 

各種手続きの詳細情報は、 

塩竈市公式ホームぺージをご覧ください。 

塩竈市公式 LINEアカウントにぜひご登録を！ 


